
第７８号議案 

 

 

 

芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

 

 芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のように定める。 

 

 

令和６年１０月１０日提出 

 

 

 

                      芦屋市長 髙 島  崚 輔 

 

 

 

 

提案理由 

 

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び

経過措置に関する政令による児童手当法施行令の改正に伴い、産後ケア事業の利用料

算定に係る所得計算の規定を整理するため、この条例を制定しようとするもの。
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芦屋市条例第  号 

 

 

   芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例（昭和４５年芦屋市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

（略） 
 

（略） 
 

備考 備考 

１ （略） １ （略） 

２ 夫と妻の所得の額の計算方法については、規則に定める

ところによる。 

２ 夫と妻の所得の額の計算方法については、児童手当法施

行令第３条に定めるところによる。 

 

附 則 

 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の規定

は、令和６年１０月１日から適用する。 
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 参 照 １ 

 

 

芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及

び経過措置に関する政令による児童手当法施行令の改正に伴い、産後ケア事業の利

用料算定に係る所得計算の規定を整理するため、この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

児童手当の所得要件の廃止に伴い引用する児童手当法施行令の条文が削除された

ため、所得の額の計算方法を規則（※）で定める。（別表第２関係） 

※ 規則で定める内容（改正前の取扱いと同様） 

市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係

る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引

に係る雑所得等の金額等の合計額から８万円を控除し、市町村民税について一

定の控除を受けた場合には、その控除の種類（雑損控除、医療費控除、小規模

企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除及び勤労学生控

除）に応じ定められた額をそれぞれ控除し、算出した額とする。 

 

３ 施行期日等 

公布の日から施行し、令和６年１０月１日から適用する。 
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 参 照 ２ 

 

 

   児童手当法施行令抜粋（   部分は、令和６年１０月１日施行で削除） 

 

 （法第５条第１項に規定する所得の額の計算方法） 

第３条 法第５条第１項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の４月１

日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第３１３条第１項に規定する総所

得金額（所得税法第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規

定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第２８条第２項の規定により

計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定により計算した金額の合計額

から１０万円を控除して得た金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）

と同項第２号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及

び同条第１項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。）、退職

所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、

これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額か

ら控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定する短期譲

渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定す

る短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）

第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の

額並びに同条第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から８万円を控除

78-4



した額とする。 

２ 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に

定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 

(1) 地方税法第３１４条の２第１項第１号、第２号又は第４号に規定する控除を受

けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当

する額 

(2) 地方税法第３１４条の２第１項第６号に規定する控除を受けた者 その控除の

対象となつた障害者１人につき２７万円（当該障害者が同号に規定する特別障害

者である場合には、４０万円） 

(3) 地方税法第３１４条の２第１項第８号に規定する控除を受けた者 ２７万円 

(4) 地方税法第３１４条の２第１項第８号の２に規定する控除を受けた者 ３５万

円 

(5) 地方税法第３１４条の２第１項第９号に規定する控除を受けた者 ２７万円 
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